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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
菅
内
閣
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
不
誠
実
な
姿
勢
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。
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一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
十
四
条
に
基
づ
く
質
問
に
対
し
て
誠
実
に
答
弁
し

て
い
る
。

二
に
つ
い
て

民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
同
党
内
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は

お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
と
考
え
る
。


